
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種データを記録する記録手段と、
　各種音声を出力する音声出力手段と、
　第１の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了
条件が満たされるまでの間、第１通話データとして前記記録手段に記録させる記録指令手
段と、
　利用者の操作を受けて、前記記録手段により記録された第１通話データを音声として前
記音声出力手段に出力させる再生指令手段と、を備えた電話端末であって、
　利用者の操作を受けて、前記第１の通話相手との音声通話を中断または開始させる通話
中断手段を備え、
　前記記録指令手段は、該記録指令手段の指令を受けた前記記録手段により前記第１通話
データの記録が開始された以降、前記通話中断手段により前記第１の通話相手との音声通
話が中断されている期間中につき、前記記録手段による前記第１通話データの記録を中断
させ
　

　前記再生指令手段は、前記記録手段に記録された通話データのうち、前記記録中断手段
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るように構成されており、
さらに、前記再生指令手段が、前記記録手段に記録された通話データのうち、前記記録

中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音声とし
て出力させた後に、通話相手との音声通話が中断されていた旨を利用者が判別できるよう
にするための通知音を前記音声出力手段に出力させる通知指令手段を備え、



の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音声として出力さ
せ 記録が再開された以降のデ
ータ領域を音声として出力させる、ように構成されている
　ことを特徴とする電話端末。
【請求項２】
　前記通話中断手段は、利用者の操作を受けて、音声通話の保留または保留解除を行うこ
とにより、前記第１の通話相手との音声通話を中断または再開させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の電話端末。
【請求項３】
　前記通話中断手段は、利用者の操作を受けて、前記第１の通話相手および第２の通話相
手のうちいずれか一方との音声通話の保留を行うと共に他方との音声通話を実現すること
により、前記第１，第２の通話相手との音声通話を選択的に中断または再開させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の電話端末。
【請求項４】
　前記記録指令手段は、前記通話中断手段により前記第２の通話相手との音声通話が実現
されている状態において、該第２の通話相手との音声通話中における音声を、利用者の操
作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第２通話データとして前記記録手
段に記録させると共に、該記録が開始された以降、前記通話中断手段により前記第２の通
話相手との音声通話が中断されている期間中につき、前記記録手段による前記第２通話デ
ータの記録を中断させて、
　前記再生指令手段は、前記記録手段により記録された前記第１，第２通話データそれぞ
れを音声として前記音声出力手段に出力させる
　ことを特徴とする請求項３に記載の電話端末。
【請求項５】
　前記 指令手段は、特定周波数の音声信号を前記通知音として所定期間だけ前記音声
出力手段に出力させる
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の電話端末。
【請求項６】
　前記記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間
をカウントする第１中断カウント手段を備えており、
　前記記録指令手段は、前記通話データを前記記録手段に記録させる際、前記第１中断カ
ウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、
　前記 指令手段は、前記通話データに対応する前記中断データに基づいて、該中断デ
ータで示される中断時間だけ前記第１の通話相手との音声通話が保留されていた旨のメッ
セージを生成し、該メッセージを前記通知音として前記音声出力手段に出力させる
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の電話端末。
【請求項７】
　前記記録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間
をカウントする第２中断カウント手段を備えており、
　前記記録指令手段は、前記通話データを前記記録手段に記録させる際、前記第２中断カ
ウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、
　前記 指令手段は、前記通話データに対応する前記中断データで示される中断時間が
所定時間以上である場合のみ前記通知音を出力させる
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の電話端末。
【請求項８】
　前記記録手段に記録される通話データを、前記記録中断手段の指令により記録が中断さ
れた時点の所定時間前から、該中断された時点に至るまでの間で、前記通話データにおけ
る音声の音量が溶暗するように修正する溶暗修正手段を備えている
　ことを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の電話端末。
【請求項９】
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てから、前記音声出力手段により通知音が出力された後で、
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　前記記録手段に記録される通話データを、前記記録中断手段の指令により記録が中断さ
れた後に記録が再開された時点から、所定時間経過した時点に至るまでの間で、前記通話
データにおける音声の音量が溶明するように修正する溶明修正手段を備えている
　ことを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の電話端末。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の記録指令手段、再生指令手段 通話中断手段

として機能させるための各種処理手順を、コンピュータシステムに実行させ
るための記録再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、音声通話中の音声を記録可能な電話端末、および、この電話端末において利
用可能な記録再生プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、固定電話端末や携帯電話端末などの電話端末として、音声通話中の利用者が
所定の操作を行うことにより、音声通話における音声の記録を開始および終了する機能を
有するものが利用されている。
【０００３】
　このような機能を有する電話端末の中には、音声通話を保留する操作および保留を解除
する操作が行われた際に、音声の記録（録音装置による通話内容の録音）を中断（一時停
止）および再開するように構成されたものがある（特許文献１参照）。これにより、保留
中に音声通話における音声の記録されていない無用な領域が音声を記録するための記録領
域を占有してしまうことがなくなるため、記録領域を有効利用することができる。
【０００４】
【特許文献１】
　実開昭６０－０８８６５８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上述の電話端末では、記録された音声を再生する際、記録が中断された時点ま
での音声が出力された後、続けて、記録が再開された以降の音声が出力されることになる
。このような音声は、音声の記録が中断されていた期間が詰められただけであるため、例
えば、利用者が会話の途中で音声通話を保留した場合や、保留を解除する前に話し始めた
場合などには、音声の記録が中断された時点および再開された時点それぞれの音声が不自
然につながれた状態で再生されることになる。このように、不自然につながれた音声は、
利用者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しにくいばかりか、単に聴き取り
にくい不自然な音声（会話）として不快感を覚えるものとなってしまう。
【０００６】
　本発明は、音声通話を記録可能な電話端末において、記録した音声を再生する際、利用
者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすく、不快感を与えないようにす
るための技術を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　上記課題を解決するため請求項１に記載の電話端末は、各種データを記録する記録手段
と、各種音声を出力する音声出力手段と、第１の通話相手との音声通話中における音声を
、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまでの間、第１通話データとし
て記録手段に記録させる記録指令手段と、利用者の操作を受けて、記録手段により記録さ
れた第１通話データを音声として音声出力手段に出力させる再生指令手段と、を備えた電
話端末である。また、この電話端末は、利用者の操作を受けて、第１の通話相手との音声
通話を中断または開始させる通話中断手段を備えている。
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【０００８】
　これらのうち、記録指令手段は、記録指令手段の指令を受けた記録手段により第１通話
データの記録が開始された以降、通話中断手段により第１の通話相手との音声通話が中断
されている期間中につき、記録手段による第１通話データの記録を中断させる。さらに、
この電話端末は、

　 再生指令手段は、記録手段に記録された通話データのうち、記録中断手段の指
令により記録が中断された以前のデータ領域を音声として出力させ

記録が再開された以降のデータ領域を音声として出
力させる。
【０００９】
　このように構成された電話端末によれば、通話データを音声として出力させる際、記録
が中断された以前のデータ領域を出力させた後、通知音を出力させてから、記録が再開さ
れた以降のデータ領域を出力させることができる。この通知音は、音声通話が中断されて
いた旨を通知するためのものであるため、通話データに基づいて再生される音声は、利用
者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすく、聴き取りにくい不自然な音
声として認識されることに起因する不快感を与えてしまうことを防止できる。
【００１０】
　なお、上述した記録指令手段は、記録手段による通話データの記録を指令する手段であ
って、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまで通話データの記録を指
令すると共に、通話中断手段により第１の通話相手との音声通話が中断されている期間中
につき、記録手段による通話データ（第１通話データ）の記録を中断させる。ここで、「
利用者の操作」とは、例えば、通話データの記録を開始するための操作手順として設定さ
れた操作が行われることなどである。また、「所定の終了条件」とは、例えば、利用者に
より通話データの記録を終了するための操作手順が行われること、音声通話を終了するた
めの操作が行われることなどである。
【００１１】
　また、通話中断手段は、利用者の操作を受けて、第１の通話相手との音声通話を中断ま
たは開始させる手段であって、例えば、請求項２に記載のように、利用者の操作を受けて
、音声通話の保留または保留の解除を行うことにより、第１の通話相手との音声通話を中
断または再開させる、ように構成すればよい。
【００１２】
　このように構成された電話端末によれば、第１の通話相手との音声通話を、保留または
保留を解除する操作によって、中断または再開させることができる。
　また、通話中断手段は、別の構成として、請求項３に記載のように、利用者の操作を受
けて、第１の通話相手および第２の通話相手のうちいずれか一方との音声通話の保留を行
うと共に他方との音声通話を実現することにより、第１，第２の通話相手との音声通話を
選択的に中断または再開させる、ように構成してもよい。
【００１３】
　このように構成された電話端末によれば、第１（第２）の通話相手との音声通話を保留
して第２（第１）の通話相手との音声通話を実現すること（いわゆるコールウェイティン
グ機能の利用）により、第１（第２）の通話相手との音声通話を中断させることができる
。
【００１４】
　特に、この構成においては、請求項４に記載のように、記録指令手段が、通話中断手段
により第２の通話相手との音声通話が実現されている状態において、第２の通話相手との
音声通話中における音声を、利用者の操作を受けてから所定の終了条件が満たされるまで
の間、第２通話データとして記録手段に記録させると共に、この記録が開始された以降、
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前記再生指令手段が、前記記録手段に記録された通話データのうち、前
記記録中断手段の指令により記録が中断された以前のデータ領域を前記音声出力手段に音
声として出力させた後に、通話相手との音声通話が中断されていた旨を利用者が判別でき
るようにするための通知音を前記音声出力手段に出力させる通知指令手段を備えている。

そして、
てから、前記音声出力

手段により通知音が出力された後で、



通話中断手段により第２の通話相手との音声通話が中断されている期間中につき、記録手
段による第２通話データの記録を中断させるようにして、再生指令手段が、記録手段によ
り記録された第１，第２通話データそれぞれを音声として音声出力手段に出力させる、よ
うに構成するとよい。
【００１５】
　このように構成された電話端末によれば、第１の通話相手との音声通話中に第２の通話
相手との音声通話が実現されるような場合であっても、第１および第２の通話相手との音
声通話それぞれを別々の通話データとして記録することができる。そのため、これら第１
，第２通話データそれぞれを別々の音声通話における音声として出力させることができる
。
【００１６】
　また、上述の再生指令手段は、利用者の操作を受けて、記録手段により記録された第１
通話データを音声として音声出力手段に出力させる手段である。このとき、通話データの
うち、記録が中断された以前のデータ領域を音声として出力させた後、通知音 出力さ

てから、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力させる。この再生指令
手段が、通知音を音声として出力させるための構成としては、次のような構成を考えるこ
とができる。
【００１７】
　例えば、記録手段に通知音を示す通知音データが直接記録されるように構成されている
場合であれば、再生指令手段が、通話データを、この通話データに付加された音データと
共に連続する音声として出力させるだけで、通知音を出力させることができる。
【００１８】
　また、記録手段によって、通話データの記録が中断された領域に、その記録を中断した
旨を示す中断フラグが付加されるように構成されている場合であれば、再生指令手段が、
通話データを、中断フラグが付加されている領域まで音声として出力させた後、記録手段
に記録されている中断フラグに代えて予め定められた通知用の音データ 音声として出力
さ てから、中断フラグが付加されている領域以降の領域を音声として出力させる、
ことにより通知音を音声として出力させるように構成してもよい。この構成において、中
断フラグは記録を中断した旨を示すだけのデータであり、音データのように音声を示すデ
ータよりもデータサイズ（データ量）が小さくてもよいため、通話データそのもののデー
タサイズ（データ量）を小さくすることができる。
【００１９】
　また、上述の通知音としては、音声通話が中断されていた旨を通知するための音声であ
ればよく、あらかじめ定められた音声を採用すればよい。このための構成としては、例え
ば、請求項５に記載のように、 指令手段が、特定周波数の音声信号を通知音として所
定期間だけ音声出力手段に出力させる、ように構成すればよい。
【００２０】
　このように構成された電話端末によれば、特定周波数の音声信号を通知音として所定期
間だけ出力させることができる。
　なお、この構成における「特定周波数の音声信号」とは、音声通話が中断されていた旨
を通知するための周波数としてあらかじめ定められた周波数からなる音声信号である。
【００２１】
　また、上述の通知音としては、通話データを記録した状態に応じた異なる内容の音声を
採用することもできる。このための構成としては、例えば、請求項６に記載のように、記
録中断手段により通話データの記録が中断されてから再開されるまでの中断時間をカウン
トする第１中断カウント手段を備え、記録指令手段が、通話データを記録手段に記録させ
る際、第１中断カウント手段によりカウントされた中断時間を示す中断データを対応づけ
て記録させて、 指令手段が、通話データに対応する中断データに基づいて、この中断
データで示される中断時間だけ第１の通話相手との音声通話が保留されていた旨のメッセ
ージを生成し、このメッセージを通知音として音声出力手段に出力させる、ように構成す
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ればよい。
【００２２】
　このように構成された電話端末によれば、通知音によって、通話データの記録が中断さ
れてから再開されるまでの時間、つまり、第１の通話相手との音声通話が保留されていた
時間を、実際に記録が中断されたタイミングで利用者に通知することができる。
【００２３】
　また、請求項７に記載の電話端末は、記録中断手段により通話データの記録が中断され
てから再開されるまでの中断時間をカウントする第２中断カウント手段を備えており、記
録指令手段は、通話データを記録手段に記録させる際、第２中断カウント手段によりカウ
ントされた中断時間を示す中断データを対応づけて記録させて、 指令手段は、通話デ
ータに対応する中断データで示される中断時間が所定時間以上である場合のみ通知音を出
力させる、ように構成されている。
　このように構成された電話端末によれば、通話データを音声として出力させる際、音声
の記録が中断されていた中断時間が所定時間未満である場合には通知音を出力しないよう
にすることができる。
【００２４】
　従来技術における課題として示したとおり、通話データを音声として出力させる際、通
知音が出力されないと、利用者にとっては、音声の記録が中断されていたことを認識しに
くく、聴き取りにくい不自然な音声として不快感を覚えるものとなってしまう恐れがある
。しかし、音声の記録が中断されていた時間がある程度の短さであれば、単に音声の記録
が中断されていた期間を詰めただけでも、利用者にとっては自然な音声として認識できる
ようになる。そのため、上述の「所定時間」として、利用者にとって自然な音声として認
識可能な「ある程度の短さ」の時間を設定しておけば、利用者にとって自然な音声として
認識できる中断時間である場合には、通知音を出力させないようにすることができる。
【００２５】
　また、請求項８に記載の電話端末は、記録手段に記録される通話データを、記録中断手
段の指令により記録が中断された時点の所定時間前から、中断された時点に至るまでの間
で、通話データにおける音声の音量が溶暗するように修正する溶暗修正手段を備えている
。
【００２６】
　このように構成された電話端末によれば、記録手段に記録された通話データを音声とし
て出力させる際、記録が中断された時点の所定時間前から中断された時点に至るまでに音
量を溶暗（フェードアウト）させることができる。そのため、音声の記録が中断された時
点に向けて音量が小さくなり、利用者にとって記録が中断されていたことをより認識しや
すい音声とすることができる。
【００２７】
　また、請求項９に記載の電話端末は、記録手段に記録される通話データを、記録中断手
段の指令により記録が中断された後に記録が再開された時点から、所定時間経過した時点
に至るまでの間で、通話データにおける音声の音量が溶明するように修正する溶明修正手
段を備えている。
【００２８】
　このように構成された電話端末によれば、記録手段に記録された通話データを音声とし
て出力させる際、記録が再開された時点から、この時点よりも所定時間経過した時点に至
るまでに音量を溶明（フェードイン）させることができる。そのため、音声の記録が再開
された時点から音量が徐々に大きくなり、利用者にとって記録が再開されたことをより認
識しやすい音声とすることができる。
【００２９】
　また、請求項１０に記載の記録再生プログラムは、請求項１から９のいずれかに記載の
記録指令手段、再生指令手段 通話中断手段 として機能させるための
各種処理手順を、コンピュータシステムに実行させるための記録再生プログラムである。
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【００３０】
　このようなプログラムにより制御されるコンピュータシステムは、請求項１から９のい
ずれかに記載の電話端末の一部を構成することができる。
　また、この記録再生プログラムを、請求項６に記載の第１中断カウント手段として機能
させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュータシス
テムが請求項６に記載の電話端末の一部を構成できる。
【００３１】
　また、請求項１０に記載の記録再生プログラムを、請求項７に記載の第２中断カウント
手段として機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コ
ンピュータシステムが請求項７に記載の電話端末の一部を構成できる。
【００３２】
　また、請求項１０に記載の記録再生プログラムを、請求項８に記載の溶暗修正手段とし
て機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュー
タシステムが請求項８に記載の電話端末の一部を構成できる。
　また、請求項１０に記載の記録再生プログラムを、請求項９に記載の溶明修正手段とし
て機能させるための処理手順が含まれたプログラムとしてもよい。この場合、コンピュー
タシステムが請求項９に記載の電話端末の一部を構成できる。
【００３３】
　なお、上述した記録再生プログラムは、それぞれコンピュータシステムによる処理に適
した命令の順番付けられた列からなるものであって、例えば、ＦＤ，ＣＤ－ＲＯＭ，メモ
リーカードなどの記録媒体，インターネットなどの通信回線網を介して、電話端末，コン
ピュータシステム，または、これらを利用する利用者に提供されるものである。また、こ
のプログラムを実行するコンピュータシステムとしては、例えば、電話端末の備えるコン
ピュータシステム、電話端末に無線または有線の通信路を介してデータ通信可能に接続さ
れたコンピュータシステムなどを利用することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
　次に本発明の実施の形態について例を挙げて説明する。
　 [第１実施形態 ]
　複合機１は、電話端末，ファクシミリ，コピー機およびスキャナとして機能する装置で
あって、図１に示すように、本体側部に配設されたハンドセット１０、本体上面に配設さ
れた操作パネル２０および表示パネル３０、無線通話用の子機端末４０などを備えている
。
【００３５】
　また、この複合機１には、図２に示すように、制御部５２、記録再生部５４、スキャナ
部６２、モデム６４、プリンタ部６６、符号器６７、復号器６８、音声入出力部７０、無
線通信部８２、ＮＣＵ（ network control unit）８４、経路設定部８６などが内蔵されて
いる。
【００３６】
　ハンドセット１０は、複合機１本体から取り外して使用する送受話器である。
　操作パネル２０は、文字，数字および記号を入力可能な複数の入力キー２２、音声入出
力部７０によりハンズフリー通話を行うためのスピーカーホンボタン２３の他、後述する
音声通話処理 (図３ )において利用される再生録音ボタン２４、保留子機ボタン２５、消去
キャッチボタン２６などからなる。
【００３７】
　子機端末４０は、制御部４１、送受話部４２、表示パネル４３、操作パネル４４、無線
通信部４５などを備えている。これらのうち、制御部４１は、制御部４１自身の備えるメ
モリに記録されたプログラムで示される処理手順に従い子機端末４０の各構成要素に指令
を送ることによって、子機端末４０全体の動作を制御する。また、送受話部４２は、スピ
ーカ４２ａ，マイク４２ｂおよびこれらを駆動する駆動回路４２ｃなどからなる。また、
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操作パネル４４は、文字，数字および記号を入力可能な複数の入力キー４４ａ、無線通話
を開始するための外線ボタン４４ｂ、無線通話を終了するための切ボタン４４ｃの他、後
述する音声通話処理 (図３ )において利用されるキャッチボタン４４ｄ、記録ボタン４４ｅ
および保留ボタン４４ｆなどからなる。また、無線通信部４５は、複合機１本体の無線通
信部８２との間で音声信号を含む各種信号を無線通信で送受信することにより無線通話を
実現する。なお、この子機端末４０においては、操作パネル４４が操作された際、その操
作内容を示す制御信号が複合機１本体（の無線通信部８２）に送信されるように構成され
ており、複合機１本体（の制御部５２）は、この制御信号に基づいて子機端末４０の操作
パネル４４で行われた操作内容を識別することができる。
【００３８】
　制御部５２は、制御部５２自身の備えるメモリに記録されたプログラムで示される処理
手順に従い複合機１の各構成要素に指令を送ることによって、複合機１全体の動作を制御
する。
　記録再生部５４は、制御部５２からの指令を受けて、経路設定部８６を介して入力した
音声信号の記録、および、記録済みの音声信号の経路設定部８６を介しての出力（記録済
み音声信号の再生）を行う。
【００３９】
　スキャナ部６２は、制御部５２からの指令を受けて、読取位置９２（図１参照）にセッ
トされた用紙から画像の読み取り行うと共に、この画像のイメージデータを生成する。こ
のイメージデータは、符号器６７で符号化されてからモデム６４で変調されることにより
電話回線網（ＰＳＴＮ： Public Switched Telephone Networks）１００に伝送可能な画像
信号とされた後、経路設定部８６へ出力される。
【００４０】
　プリンタ部６６は、制御部５２からの指令を受けて、給紙位置９４（図１参照）にセッ
トされた用紙へのイメージデータに基づく画像の印刷を行う。このように画像の印刷を行
う対象となるイメージデータには、例えば、電話回線網１００から経路設定部８６および
ＮＣＵ８４を介して入力された画像信号がモデム６４で復調されてから復号器６８で復号
されることにより生成されるイメージデータなどがある。
【００４１】
　音声入出力部７０は、スピーカ７２、マイク７４、および、これらを駆動する駆動回路
７６で構成され、スピーカ７２から各種音声信号に基づく音声を出力する以外に、スピー
カ７２およびマイク７４を送受話器として機能させることにより、ハンズフリー通話を行
うために使用することもできる。なお、この音声入出力部７０のマイク７４は、操作パネ
ル２０のうち穴２７が形成されている位置の裏面に配設され（図１参照）、この穴２７を
介して音声が入力される。
【００４２】
　無線通信部８２は、子機端末４０（の無線通信部４５）との間で音声信号を含めた各種
信号を無線通信で送受信することにより無線通話を実現する。
　ＮＣＵ８４は、公衆交換電話網１００からの各種信号の入力および公衆交換電話網１０
０への各種信号の出力を行う。
【００４３】
　経路設定部８６は、送受話器として機能する各構成（ハンドセット１０、音声入出力部
７０、子機端末４０のいずれか；以降、送受話器類とする）により通話を開始するための
操作（以降、オフフック操作とする）が行われた場合に、制御部５２の指令を受けて、オ
フフック操作に対応する送受話器類を、ＮＣＵ８４から入力される音声信号の伝送先（出
力先）およびＮＣＵ８４へ出力する音声信号の伝送元（入力元）に設定する。具体的には
、ハンドセット１０が複合機１本体から取り外された場合はハンドセット１０に設定され
、操作パネル２０のスピーカーホンボタン２３が押下された場合は音声入出力部７０に設
定され、子機端末４０の操作パネル４４を構成する外線ボタン４４ｂが押下されたことが
識別された場合には子機端末４０（つまり、無線通信部８２）に設定される。こうして、
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ＮＣＵ８４と送受話器類とを結ぶ経路を音声信号が伝送可能な状態となる。
【００４４】
　また、この経路設定部８６は、送受話器類を音声信号の伝送先および伝送元に設定した
以降、送受話器類により通話を終了するための操作（以降、オンフック操作とする）が行
われた場合に、制御部５２の指令を受けて、上述の伝送先および伝送元の設定を解除する
。ここでいうオフセット操作とは、ハンドセット１０を複合機１本体に戻す操作、操作パ
ネル２０のスピーカーホンボタン２３を再度押下する操作、子機端末４０の操作パネル４
４を構成する切ボタン４４ｃを再度押下する操作である。こうして、ＮＣＵ８４と送受話
器類とを結ぶ経路に音声信号が伝送されない状態となる。
○複合機１による音声通話処理
　以下に、複合機１の備える制御部５２により実行される音声通話処理の処理手順を図３
，図４に基づいて説明する。この音声通話処理は、いずれかの送受話器類によりオフフッ
ク操作が行われた際に開始される。なお、このオフフック操作が、公衆交換電話網１００
を介して着信を受けた際に行われた際には、この着信元との間における音声通話が開始さ
れる。また、オフフック操作の後、所定の発呼先を発呼する操作が行われ、この発呼先が
応答した際には、この発呼先との間における音声通話が開始される。
【００４５】
　まず、変数Ｎに「１」をセットする（ｓ１１０）。なお、以降に記載の「ｎ」は変数Ｎ
にセットされた値を示すものとする。
　次に、オンフック操作が行われたかどうかをチェックする（ｓ１２０）。
　このｓ１２０の処理でオンフック操作が行われていなければ（ｓ１２０：ＮＯ）、会話
内容の記録を開始するための操作が行われたかどうかをチェックする（ｓ１３０）。この
「会話内容の記録を開始するための操作」とは、本音声通話処理がハンドセット１０また
は音声入出力部７０に対するオフフック操作で開始された場合であれば、操作パネル２０
の再生録音ボタン２４を押下する操作である。また、本音声通話処理が子機端末４０に対
するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末４０における操作パネル４４の
記録ボタン４４ｅを押下する操作である。
【００４６】
　このｓ１３０の処理で、会話内容の記録を開始するための操作が行われていれば（ｓ１
３０：ＹＥＳ）、会話内容の第ｎ通話データとしての記録を開始する（ｓ１４０）。この
処理では、まず、経路設定部８６によって、ＮＣＵ８４と送受話器類とを結ぶ経路に音声
信号が伝送可能な状態を維持させたまま、ＮＣＵ８４から入力される音声信号の伝送先と
して記録再生部５４を設定させると共に、送受話器類から入力される音声信号の伝送先と
して記録再生部５４を設定させる。これにより、利用者および通話相手（着信元または発
呼先）それぞれの音声に基づく音声信号が、記録再生部５４に入力されるようになる。そ
して、記録再生部５４によって、ＮＣＵ８４および送受話器類それぞれから入力される音
声信号、つまり、会話内容を示す音声信号の第ｎ通話データとしての記録を開始させる (
図５，図６における「記録開始」参照 )。この通話データは、以降の処理（ｓ１７０，ｓ
３３０，ｓ４９０の処理）で会話内容の記録が終了されるまでの記録時間（図５における
横軸方向）に応じて順次データサイズ（データ量）が大きくなる。
【００４７】
　このｓ１４０の処理を終えた後、ｓ１２０の処理へ戻る。
　また、ｓ１３０の処理で、会話内容の記録を開始するための操作が行われていなければ
（ｓ１３０：ＮＯ）、会話内容の記録を終了するための操作が行われたかどうかをチェッ
クする（ｓ１５０）。この「会話内容の記録を終了するための操作」とは、ｓ１４０の処
理による会話内容の記録が操作パネル２０の再生録音ボタン２４を押下することにより開
始された場合には、再度、再生録音ボタン２４を押下する操作である。また、ｓ１４０の
処理による会話内容の記録が子機端末４０における操作パネル４４の記録ボタン４４ｅを
押下することにより開始された場合には、再度、記録ボタン４４ｅを押下する操作である
。
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【００４８】
　このｓ１５０の処理で、会話内容の記録を終了するための操作が行われていれば（ｓ１
５０：ＹＥＳ）、第ｎ通話データの記録が行われているかどうかをチェックする（ｓ１６
０）。この処理では、ｓ１４０の処理で開始された第ｎ通話データの記録が継続または中
断（ｓ３７０の処理参照）されている場合に、第ｎ通話データの記録が行われていると判
定する。
【００４９】
　このｓ１６０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われている場合（ｓ１６０：ＹＥＳ
）、会話内容の第ｎ通話データとしての記録を終了する（ｓ１７０）。この処理では、ま
ず、記録再生部５４によって、ＮＣＵ８４および送受話器類それぞれから入力される音声
信号の記録を終了させる。続いて、このｓ１７０の処理までに生成された通話データに、
過去に行われた本音声通話処理において記録再生部５４に記憶された通話データの連番を
示す連番データを対応づける。そして、ＮＣＵ８４と記録再生部５４とを結ぶ経路、およ
び、送受話器類と記録再生部５４とを結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。これにより
、利用者と通話相手との音声通話が継続したまま、利用者および通話相手それぞれの音声
に基づく音声信号が記録再生部５４に入力および記録されないようになる。
【００５０】
　こうして、ｓ１７０の処理を終えた後、または、ｓ１６０の処理で第ｎ通話データの記
録が行われていない場合（ｓ１６０：ＮＯ）、ｓ１２０の処理へ戻る。
　また、ｓ１５０の処理で、会話内容の記録を終了するための操作が行われていなければ
（ｓ１５０：ＮＯ）、保留操作が行われているかどうかをチェックする（ｓ１８０）。こ
の「保留操作」とは、通話相手との音声通話を保留するための操作であって、本音声通話
処理がハンドセット１０または音声入出力部７０に対するオフフック操作で開始された場
合であれば、操作パネル２０の保留子機ボタン２５を押下する操作である。また、本音声
通話処理が子機端末４０に対するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末４
０における操作パネル４４の保留ボタン４４ｆを押下する操作である。
【００５１】
　このｓ１８０の処理で、保留操作が行われている場合（ｓ１８０：ＹＥＳ）、第ｎ通話
データの記録が行われているかどうかをチェックする（ｓ１９０）。この処理は、ｓ１６
０の処理と同様の処理である。
　このｓ１９０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われていれば（ｓ１９０：ＹＥＳ）
、会話内容の第ｎ通話データとしての記録を中断する（ｓ２００）。この処理では、記録
再生部５４によって、ＮＣＵ８４および送受話器類から入力される音声信号の記録を中断
させる（図５における「保留操作」参照）。
【００５２】
　次に、保留時間をカウントするための保留タイマーによるカウント（カウントアップ）
をスタートさせる（ｓ２１０）。
　次に、保留操作により会話内容の記録を中断した旨を示す中断データｄｓを第ｎ通話デ
ータに付加する（ｓ２２０）。この中断データｄｓは、保留操作により会話内容の記録が
中断された旨、および、記録が中断された領域を特定するためだけに付加されるデータで
あり、音声信号をデータとして記録した場合のデータサイズよりも充分にデータサイズの
小さいデータである（図５における「ｄｓ」参照）。
次に、保留音の出力を開始させる（ｓ２３０）。この処理では、まず、経路設定部８６に
よって、ＮＣＵ８４と送受話器類とを結ぶ経路の設定を解除させる。そして、記録再生部
５４によって、あらかじめ記録再生部５４により記録されている保留音の音声信号の出力
（保留音の再生）を開始させる。これにより、記録再生部５４から出力される保留音が通
話相手側に出力されるようになる。
【００５３】
　こうして、ｓ２３０の処理を終えた後、または、ｓ１９０の処理で第ｎ通話データの記
録が行われていない場合（ｓ１９０：ＮＯ）、オンフック操作が行われたかどうかをチェ
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ックする（ｓ２４０）。
　このｓ２４０の処理で、オンフック操作が行われていなければ（ｓ２４０：ＮＯ）、保
留を解除する操作が行われたかどうかをチェックする（ｓ２５０）。この「保留を解除す
る操作」は、ｓ１８０の処理における保留が、操作パネル２０の保留子機ボタン２５を押
下することにより行われた場合であれば、再度、保留子機ボタン２５を押下する操作であ
る。また、ｓ１８０の処理における保留が、子機端末４０における操作パネル４４の保留
ボタン４４ｆを押下することにより行われた場合であれば、再度、保留ボタン４４ｆを押
下する操作である。
【００５４】
　このｓ２５０の処理で、保留を解除する操作が行われていなければ（ｓ２５０：ＮＯ）
、ｓ２４０の処理へ戻る一方、保留を解除する操作が行われていれば（ｓ２５０：ＹＥＳ
）、ｓ２３０の処理で開始された保留音の出力を終了させる（ｓ２６０）。この処理では
、まず、記録再生部５４によって、保留音の音声信号の出力を終了させる。そして、経路
設定部８６によって、ＮＣＵ８４と送受話器類とを結ぶ経路を音声信号の伝送経路として
設定させる。これにより、利用者と通話相手との音声通話が再開される。
【００５５】
　次に、第ｎ通話データの記録が行われているかどうかをチェックする（ｓ２７０）。こ
の処理は、ｓ１６０，ｓ１９０の処理と同様の処理である。
　このｓ２７０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われている場合（ｓ２７０：ＹＥＳ
）、ｓ２００の処理で中断された会話内容の第ｎ通話データとしての記録を再開する（ｓ
２８０）。この処理では、記録再生部５４によって、ＮＣＵ８４および送受話器類から入
力される音声信号の記録を再開させる（図５における「保留解除」参照）。
【００５６】
　次に、ｓ２２０の処理で第ｎ通話データに付加された中断データｄｓに保留タイマのカ
ウント値を付加する（ｓ２９０）。この処理では、保留タイマーのカウント値、つまり、
記録を中断していた中断時間を付加した中断データｄｓとして記録させる（中断データｄ
ｓを中断時間を特定可能な状態に修正する）。
【００５７】
　次に、ｓ２１０の処理でカウントを開始した保留タイマーをストップおよびリセットす
る（ｓ３００）。
こうして、ｓ３００の処理を終えた後、または、ｓ２７０の処理で第ｎ通話データの記録
が行われていない場合（ｓ２７０：ＮＯ）、ｓ１２０の処理へ戻る。
【００５８】
　また、上述したｓ２４０の処理で、オンフック操作が行われていれば（ｓ２４０：ＹＥ
Ｓ）、ｓ２３０の処理で開始された保留音の出力を終了させる（ｓ３１０）。この処理は
、ｓ２６０の処理と同様の処理である。
　次に、第ｎ通話データの記録が行われているかどうかをチェックする（ｓ３２０）。こ
の処理は、ｓ１６０，ｓ１９０，ｓ２７０の処理と同様の処理である。
【００５９】
　このｓ３２０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われている場合（ｓ３２０：ＹＥＳ
）、会話内容の第ｎ通話データとしての記録を終了する（ｓ３３０）。この処理では、ｓ
１７０の処理と同様に、まず、記録再生部５４によって、音声信号の記録を終了させる（
図５における「記録終了」参照）。続いて、このｓ３３０の処理までに生成された通話デ
ータに、上述した連番データを対応づける。そして、ＮＣＵ８４と記録再生部５４とを結
ぶ経路、送受話器類と記録再生部５４とを結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。
【００６０】
　次に、ｓ２１０の処理でカウントを開始した保留タイマーをストップおよびリセットす
る（ｓ３４０）。この処理は、ｓ３００の処理と同様の処理である。
そして、ｓ３４０の処理を終えた後、または、ｓ３２０の処理で第ｎ通話データの記録が
行われていない場合（ｓ３２０：ＮＯ）、本音声通話処理を終了する。
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【００６１】
　また、上述したｓ１８０の処理で、保留操作が行われていない場合（ｓ１８０：ＮＯ）
、通話相手を切り替えるための操作が行われているかどうかをチェックする（ｓ３５０）
。この「通話相手を切り替えるための操作（以降、切替操作とする）」とは、通話相手（
第１通話相手）との音声通話中、他の通話相手（第２通話相手）側からの着信を受けた場
合に、第１通話相手との音声通話を保留して、第２通話相手との音声通話を実現するコー
ルウェイティング機能を利用するための操作である。具体的には、本音声通話処理がハン
ドセット１０または音声入出力部７０に対するオフフック操作で開始された場合であれば
、操作パネル２０の消去キャッチボタン２６を押下する操作である。また、本音声通話処
理が子機端末４０に対するオフフック操作で開始された場合であれば、子機端末４０にお
ける操作パネル４４のキャッチボタン４４ｄを押下する操作である。
【００６２】
　なお、上述のコールウェイティング機能は、公衆交換電話網１００の管理者（電話局）
側から提供される機能であり、第１通話相手との音声通話中を行っている端末装置への第
２通話相手からの着信が発生した際に、この端末装置側からの指令信号を受けた管理者側
が、端末装置の通話相手を第２通話相手に切り替える、といった機能である。
【００６３】
　このｓ３５０の処理で、切替操作が行われていなければ（ｓ３５０：ＮＯ）、ｓ１２０
の処理へ戻る。
　一方、ｓ３５０の処理で、切替操作が行われていれば（ｓ３５０：ＹＥＳ）、第ｎ通話
データの記録が行われているかどうかをチェックする（ｓ３６０）。この処理は、ｓ１６
０，ｓ１９０，ｓ２７０，ｓ３２０の処理と同様の処理である。
【００６４】
　このｓ３６０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われている場合（ｓ３６０：ＹＥＳ
）、会話内容の第ｎ通話データとしての記録を中断する（ｓ３７０）。この処理では、ｓ
２００の処理と同様に、音声信号の記録を中断させる（図６における「切替操作（１）」
参照）。
【００６５】
　次に、通話相手が切り替えられている切替時間をカウントするための第ｎ切替タイマー
によるカウント（カウントアップ）をスタートさせる（ｓ３８０）。
　次に、切替操作により会話内容の記録を中断した旨を示す中断データｄｓを第ｎ通話デ
ータに付加する（ｓ３９０）。この中断データｄｓは、切替操作により会話内容の記録が
中断された旨、および、記録が中断された領域を特定するためだけに付加されるデータで
あり、ｓ２２０の処理と同様、充分にデータサイズの小さいデータである（図６における
「ｄｓ」参照）。
【００６６】
　こうして、ｓ３９０の処理を終えた後、または、ｓ３６０の処理で第ｎ通話データの記
録が行われていない場合（ｓ３６０：ＮＯ）、通話相手を切り替える旨の指令信号をＮＣ
Ｕ８４を介して公衆交換電話網１００へ出力する（ｓ４００）。
【００６７】
　次に、変数Ｎの値「ｎ」をチェックする（ｓ４１０）。
　このｓ４１０の処理で、変数Ｎの値「ｎ」が「１」であれば（ｓ４１０：ＹＥＳ）、変
数Ｎに「２」をセット（２→Ｎ）し直す（ｓ４２０）。
　また、ｓ４１０の処理で、変数Ｎの値「ｎ」が「２」であれば（ｓ４１０：ＮＯ）、変
数Ｎに「１」をセット（１→Ｎ）し直す（ｓ４３０）。
【００６８】
　こうして、ｓ４２０またはｓ４３０の処理を終えた後、第ｎ通話データの記録が行われ
ているかどうかをチェックする（ｓ４４０）。この処理は、ｓ１６０，ｓ１９０，ｓ２７
０，ｓ３２０，ｓ３６０の処理と同様の処理であり、切り替えた側の通話相手との間にお
ける会話内容が記録中であるかどうかをチェックする。なお、図６における「記録開始（
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２）」以降、他の通話相手との間における会話内容の記録が開始されている場合を例示す
る。
【００６９】
　このｓ４４０の処理で、第ｎ通話データの記録が行われている場合（ｓ４４０：ＹＥＳ
）、ｓ３７０の処理で中断された会話内容の第ｎ通話データとしての記録を再開する（ｓ
４５０）。この処理は、ｓ２８０の処理と同様の処理である（図５における「切替操作（
２）」参照）。
【００７０】
　次に、ｓ３９０の処理で第ｎ通話データに付加された中断データｄｓに保留タイマのカ
ウント値を付加する（ｓ４６０）。この処理では、ｓ２９０の処理と同様に、第ｎ切替タ
イマーのカウント値、つまり、記録を中断していた中断時間を付加した中断データｄｓと
して記録させる（中断データｄｓを中断時間を特定可能な状態に修正する）。
【００７１】
　次に、ｓ３８０の処理でカウントを開始した第ｎ切替タイマーをストップおよびリセッ
トする（ｓ４７０）。
こうして、ｓ４７０の処理を終えた後、または、ｓ４４０の処理で第ｎ通話データの記録
が行われていない場合（ｓ４４０：ＮＯ）、ｓ１２０の処理へ戻る。
【００７２】
　その後、ｓ１２０からｓ４７０の処理を繰り返し、ｓ１５０の処理で会話内容の記録を
終了するための操作が行われた際には、ｓ１７０の処理で会話内容の第ｎ通話データとし
ての記録が終了される（図６における「記録終了（１）」参照）。
【００７３】
　また、ｓ１２０の処理でオンフック操作が行われたら（ｓ１２０：ＹＥＳ）、通話デー
タ（第１，第２通話データ）の記録が行われている（中断されている）かどうかをチェッ
クする（ｓ４８０）。この処理は、ｓ１６０，ｓ１９０，ｓ２７０，ｓ３２０，ｓ３６０
の処理と同様に、ｓ１４０の処理で開始された第１，第２通話データいずれかの記録が継
続または中断（ｓ３７０の処理）されている場合のみ、通話データの記録が行われている
と判定する。なお、図６において、ｓ３５０以降の処理で「切替操作（２）」により通話
相手が切り替え直された後で、ｓ１２０の処理が行われた場合を例示する。
【００７４】
　次に、会話内容の通話データとしての記録を終了する（ｓ４９０）。この処理は、ｓ３
３０の処理と同様に、まず、記録再生部５４によって、第１，第２通話データそれぞれに
ついて音声信号の記録を終了させる（図６における「オンフック」参照）。続いて、この
ｓ４９０の処理までに生成された通話データそれぞれに、上述した連番データを対応づけ
る。そして、ＮＣＵ８４と記録再生部５４とを結ぶ経路、送受話器類と記録再生部５４と
を結ぶ経路の設定をそれぞれ解除させる。
【００７５】
　そして、ｓ３８０の処理でカウントを開始した第１，第２切替タイマーをストップおよ
びリセットした後（ｓ５００）、本音声通話処理を終了する。
○複合機１による会話再生処理
　以下に、複合機１の備える制御部５２により実行される会話再生処理の処理手順を図７
に基づいて説明する。この会話再生処理は、複合機１による音声通話が実現されていない
状態において、操作パネル２０の再生録音ボタン２４が押下された際に開始される。
【００７６】
　まず、変数Ｎを初期化する（ｓ６１０）。この処理では、変数Ｎに「１」をセット（１
→Ｎ）する。なお、以降に記載の「ｎ」は、変数Ｎにセットされた値を示すものとする。
　次に、経路設定部８６に、記録再生部５４から出力される音声信号の伝送先（伝送経路
）として音声入出力部７０を設定させる（ｓ６２０）。
【００７７】
　次に、記録再生部５４に第ｎ番目の通話データが記録されているかどうかをチェックす
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る（ｓ６３０）。この処理においては、記録再生部５４により記録されている通話データ
のうち、通話データに対応する連番データで示される連番が第ｎ番となっている通話デー
タが検出された場合に、第ｎ番目の通話データが記録されていると判定する。
【００７８】
　このｓ６３０の処理で、記録再生部５４により第ｎ番目の通話データが記録されている
場合（ｓ６３０：ＹＥＳ）、この通話データが、記録の中断されていた期間が存在するデ
ータであるかどうかをチェックする（ｓ６４０）。この処理では、第ｎ番目の通話データ
が中断データの付加されたデータであり、かつ、この中断データで特定される領域以降の
データ領域が存在しているデータである場合に（図６における「第１通話データ」参照）
、記録の中断された期間が存在するデータであると判定する。
【００７９】
　このｓ６４０の処理で、記録の中断されていた期間が存在しないデータである場合（ｓ
６４０：ＮＯ）、第ｎ番目の通話データで示される会話内容を再生させる（ｓ６５０）。
この処理では、記録再生部５４に第ｎ番目の通話データを全てのデータ領域にわたって再
生（出力）させる。これにより、記録再生部５４により再生された第ｎ番目の通話データ
で示される会話内容が、音声入出力部７０により音声として出力される。
【００８０】
　一方、ｓ６４０の処理で、記録の中断されていた期間が存在するデータである場合（ｓ
６４０：ＹＥＳ）、変数Ｍを初期化する（ｓ６６０）。この処理では、変数Ｍに「１」を
セット（１→Ｍ）する。なお、以降に記載の「ｍ」は変数Ｍにセットされた値を示すもの
とする。
【００８１】
　次に、第ｎ番目の通話データのうち、第ｍ番目の中断地点までのデータ領域を再生させ
る（ｓ６７０）。この処理では、通話データを中断データ（で特定される領域）ｄｓで区
切られた複数のデータ領域で構成されるデータとみなし（図５，６参照）、通話データの
先頭から第ｍ番目の中断データｄｓに対し、この中断データｄｓの直前に位置するデータ
領域（図５，図６における「データ領域１」参照）のみを、記録再生部５４に再生（出力
）させる。これにより、記録再生部５４により再生された第ｎ番目の通話データのうち、
第ｍ番目のデータ領域で示される会話内容が音声入出力部７０により音声として出力され
る。
【００８２】
　このｓ６７０の処理による会話内容の出力が終了した後、会話内容の記録が中断されて
いた旨を報知する（ｓ６８０）。この処理では、第ｍ番目の中断データで「保留操作によ
り記録が中断された旨」が特定される場合、記録再生部５４にあらかじめ記録されている
メッセージのうち、「保留操作により記録が中断されていた旨」を報知するためのメッセ
ージ中に、第ｍ番目の中断データで特定される中断時間を示す音声を挿入した音声信号を
、記録再生部５４に再生させて音声入出力部により音声として出力させることにより報知
を行う。一方、第ｍ番目の中断データで「切替操作により記録が中断された旨」が特定さ
れる場合、「切替操作により記録が中断された旨」を報知するためのメッセージ中に、第
ｍ番目の中断データで特定される中断時間を示す音声を挿入した音声信号を、記録再生部
５４に再生させて音声入出力部により音声として出力させることにより報知を行う。ここ
で、記録再生部５４には、時間を示す数字および単位（時，分，秒）それぞれの音声を示
す音声信号が記録されており、これらの組合せで中断時間を示す音声信号を生成して、上
述のメッセージに挿入する。
【００８３】
　次に、変数Ｍに「１」を加算（ｍ＋１→Ｍ）する（ｓ６９０）。
　次に、第ｎ番目の通話データに、第ｍ番目の中断地点が存在しているかどうかをチェッ
クする（ｓ７００）。この処理では、通話データの先頭から第ｍ番目の中断データｄｓが
存在し、かつ、この中断データで特定される領域以降のデータ領域が存在している場合に
、第ｍ番目の中断地点が存在していると判定する。
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【００８４】
　このｓ７００の処理で、第ｍ番目の中断地点が存在している場合（ｓ７００：ＹＥＳ）
、ｓ６８０の処理による報知（メッセージの再生）が終了するのを待って、ｓ６７０の処
理へ戻る。
　一方、ｓ７００の処理で、第ｍ番目の中断地点が存在してない場合（ｓ７００：ＮＯ）
、第ｎ番目の通話データのうち残りのデータ領域で示される会話内容を再生させる（ｓ７
１０）。この処理では、通話データの先頭から第ｍ－１番目の中断データｄｓ（中断地点
）に対し、この中断データｄｓ以降のデータ領域（図６における第２通話データの「デー
タ領域２」参照）を、記録再生部５４に再生（出力）させる。これにより、記録再生部５
４により再生された第ｎ番目の通話データにおける残りのデータ領域で示される会話内容
が、音声入出力部７０により音声として出力される。
【００８５】
　こうして、ｓ７１０の処理による会話内容の再生が終了、または、ｓ６５０の処理によ
る会話内容の再生が終了したら、変数Ｎに「１」を加算（ｎ＋１→Ｎ）した後（ｓ７２０
）、ｓ６３０の処理へ戻る。
　こうして、ｓ６３０からｓ７２０の処理を繰り返すことにより、記録再生部５４により
記録されている通話データで示される会話内容を順次再生した後、ｓ６３０の処理で記録
再生部５４に第ｎ番目の通話データが記録されていない場合（ｓ６３０：ＮＯ）、経路設
定部８６に、記録再生部５４と音声入出力部７０とを結ぶ伝送経路の設定を解除させた後
（ｓ７３０）、本会話再生処理を終了する。
【００８６】
　 [第１実施形態の効果 ]
　このように構成された複合機１によれば、図７の会話再生処理で通話データを音声とし
て出力させる際、記録が中断された以前のデータ領域を出力させた後、記録が中断されて
いた旨の報知を行ってから、記録が再開された以降のデータ領域を出力させることができ
る。このように報知を行うことによって、通話データに基づいて再生される音声は、利用
者にとって音声の記録が中断されていたことを認識しやすくなり、聴き取りにくい不自然
な音声として認識されることに起因する不快感を与えてしまうことを防止することができ
る。
【００８７】
　また、図４におけるｓ１８０，ｓ２５０の処理で、音声通話を保留または保留を解除す
るための操作を行うことによって、通話相手との音声通話を中断または再開させることが
できる。
　また、図４におけるｓ３５０以降の処理で、第１（第２）の通話相手との音声通話を保
留して第２（第１）の通話相手との音声通話を実現することにより、第１（第２）の通話
相手との音声通話を中断させることができる。
【００８８】
　また、第１の通話相手との音声通話中に、第１の通話相手との音声通話を保留し、第２
の通話相手との音声通話を実現する、つまり、通話相手を切り替える場合、第１の通話相
手との会話内容が記録中となっていれば、利用者が意図的に操作しなくても、この記録中
の通話データの記録を図４におけるｓ３７０の処理で中断することができる。さらに、こ
の状態から第２の通話相手との会話内容を記録する場合、この会話内容を、第１の通話相
手との会話内容が記録されている通話データ（第１通話データ）とは、別の通話データ（
第２通話データ）として記録することができる。そのため、図７の会話再生処理では、第
１，第２通話データそれぞれを別々の音声通話における音声として出力させることができ
る。
【００８９】
　また、図７におけるｓ６８０の処理では、中断データで特定される中断時間を音声によ
り報知することができるため、この報知によって、通話データの記録が中断されてから再
開されるまでの時間、つまり、通話相手との音声通話が保留、または、別の通話相手に切
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り替えられていた時間を、実際に記録が中断されたタイミングで利用者に通知することが
できる。
【００９０】
　 [第２実施形態 ]
　複合機２は、第１実施形態における複合機１と同様の構成であり、一部処理内容が異な
るだけであるため、この相違点についてのみ詳述する。
○複合機２による音声通話処理
　以下に、複合機２の備える制御部５２により実行される音声通話処理の処理手順を図８
に基づいて説明する。この音声通話処理は、図４における音声通話処理と同様の処理であ
って、一部処理内容が異なっているだけであるため、この相違点についてのみ詳述する。
【００９１】
　まず、ｓ２００の処理で会話内容の記録を中断させた後、第ｎ通話データにおいて会話
内容の記録を中断させた領域に溶暗処理を施して（ｓ２０２）、ｓ２１０の処理へ移行す
る。このｓ２０２の処理では、溶暗処理として、図９に示すように、通話データを記録が
中断された時点ｐｏ１の所定時間ｔｏ（本実施形態においては、１秒）前の時点ｐｏ２か
ら中断された時点ｐｏ１に至るまでの間で、通話データにおける音声信号の信号レベル（
つまり、音声の音量）が溶暗（フェードアウト）するように修正する処理を行う。
【００９２】
　同様に、ｓ３７０の処理で会話内容の記録を中断させた後、第ｎ通話データにおいて会
話内容の記録を中断させた領域に溶暗処理を施して（ｓ３７２）、ｓ３８０の処理へ移行
する。
　また、ｓ２８０の処理で会話内容の記録を再開した後、以降に記録される通話データの
領域に溶明処理を施して（ｓ２８２）、ｓ２９０の処理へ移行する。このｓ２８２の処理
では、溶明処理として、図９に示すように、記録再生部５４に対し、このｓ２８２の処理
以降に記録される通話データの領域を、記録が再開された時点ｐｉ１から所定時間ｔｉ (
本実施形態においては、１秒 )が経過した時点ｐｉ２に至るまでの間で、音声信号の信号
レベルが溶明 (フェードイン )するように随時修正させながら記録させるように指令する処
理を行う。
【００９３】
　同様に、ｓ４５０の処理で会話内容の記録を再開させた後、以降に記録される通話デー
タの領域に溶明処理を施して（ｓ４５２）、ｓ４６０の処理へ移行する。
　 [第２実施形態の効果 ]
　このように構成された複合機２によれば、第１実施形態と異なる構成から得られる効果
として、以下に示すような効果を得ることができる。
【００９４】
　この複合機２によれば、記録再生部５４により記録された通話データを、図７の会話再
生処理で音声として出力させる際、記録が中断された時点ｐｏ１の所定時間ｔｏ前の時点
ｐｏ２から中断された時点ｐｏ１に至るまでに音量を溶暗させることができる。そのため
、会話内容の記録が中断された時点に向けて音量が小さくなり、利用者にとって会話内容
の記録が中断されていたことを認識しやすい音声とすることができる。
【００９５】
　また、記録が再開された時点ｐｉ１から、この時点ｐｉ１よりも所定時間ｔｉ経過した
時点ｐｉ２に至るまでに音量を溶明させることができる。そのため、会話内容の記録が再
開された時点ｐｉ１から音量が徐々に大きくなり、利用者にとって会話内容の記録が中断
されていたことを認識しやすい音声とすることができる。
【００９６】
　 [変形例 ]
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な実施形態に限定
されず、このほかにも様々な形態で実施することができる。
　例えば、上記実施形態においては、本発明における電話端末として、複合機１，２が適
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用されているものを例示した。しかし、本発明における電話端末としては、会話内容を記
録・再生する機能を有していれば、複合機１，２以外の装置に適用してもよい。
【００９７】
　また、上記実施形態においては、各フローチャートで示される処理が、制御部５２から
なるコンピュータシステムにより実行されるように構成されたものを例示した。しかし、
これらの処理の一部または全部が、複合機１，２に有線・無線の信号伝送路で接続された
別のコンピュータシステムにより実行されるように構成してもよい。
【００９８】
　また、上記実施形態においては、各フローチャートで示される処理が、制御部５２の備
えるメモリに記憶されている処理手順に従って実行されるように構成されたものを例示し
た。しかし、複合機１，２が、ＦＤやメモリーカードなどの記録媒体との間でデータを入
出力可能に構成されている場合には、上述の処理手順が記録されている記録媒体に基づい
て、上記各処理が実行されるように構成してもよい。
【００９９】
　また、上記実施形態においては、図３におけるｓ１３０の処理で、「会話内容の記録を
開始するための操作」が行われたことを開始条件として、会話内容の記録を開始するよう
に構成されたものを例示した。しかし、このｓ１３０の処理における開始条件として他の
条件を採用してもよい。例えば、あらかじめ操作パネル２０（または、子機端末４０の操
作パネル４４）の操作により、特定の操作内容（例えば、いずれかの送受話器類によるオ
フフック操作など）が行われたことを上記開始条件として設定できるように構成しておき
、ｓ１３０の処理で開始条件として設定された操作内容の操作が行われた場合に、会話内
容の記録を開始するように構成してもよい。
【０１００】
　また、上記実施形態においては、図３におけるｓ１３０の処理で、「会話内容の記録を
開始するための操作」が、ハンドセット１０による音声通話処理中の場合には再生録音ボ
タン２４を押下すること、子機端末４０による音声通話処理中の場合には記録ボタン４４
ｅを押下することであるものを例示した。しかし、例えば、子機端末４０による音声通話
処理中の場合に再生録音ボタン２４を押下することによって「会話内容の記録」を開始さ
せるように構成してもよい。
【０１０１】
　また、上記実施形態においては、図３におけるｓ１７０の処理で「会話内容の記録を終
了するための操作」が行われたこと、および、図４におけるｓ２４０の処理でオンフック
操作が行われたことを終了条件として、会話内容の記録を終了するように構成されたもの
を例示した。しかし、これら各処理における終了条件としては、他の条件を採用してもよ
い。例えば、あらかじめ操作パネル２０（または、子機端末４０の操作パネル４４）の操
作により、特定の操作内容が行われたことを上記終了条件として設定できるように構成し
ておき、ｓ１２０の処理で開始条件として設定された操作内容の操作が行われた場合に、
会話内容の記録を終了するように構成してもよい。
【０１０２】
　また、上記実施形態においては、図７におけるｓ６８０の処理で、記録再生部５４にあ
らかじめ記録されている音声信号（音データ）のうち、通話データに付加された中断デー
タ（中断フラグ）に対応する音声信号によって報知を行うように構成されたものを例示し
た。しかし、ｓ６８０の処理で音声による報知を行うための構成としては、次のような構
成を考えることもできる。例えば、図４，図８におけるｓ２２０，ｓ３９０の処理で、図
７におけるｓ６８０の処理で生成および出力されるべきメッセージを示すデータ（音デー
タ）を生成し、このデータを中断データとして通話データに付加する。そして、図７の会
話再生処理では、ｓ６３０の処理で第ｎ通話データが記録されていれば、ｓ６４０からｓ
７１０の処理を行うことなく、ｓ６５０の処理を行うように構成すればよい。この構成で
あれば、図７の会話再生処理において、通話データを音声として出力させるだけで、特別
な処理を行うことなく、記録が中断されていた旨の報知を行うことができる。
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【０１０３】
　また、上記実施形態においては、図７におけるｓ６８０の処理で、メッセージにより報
知を行うように構成されたものを例示した。しかし、報知を行うために、例えば、会話内
容の記録が中断されていた旨を報知するための報知音（通知音）としてあらかじめ定めら
れた特定周波数の音声や、音声通話を保留する際に利用される保留音などを一定期間だけ
再生することにより報知を行うように構成してもよい。このように構成すれば、特定周波
数の音声信号や保留音によって、会話内容の記録が中断されていた旨を利用者に通知でき
る。なお、この場合における「一定期間」としては、例えば、あらかじめ定められた時間
が経過するまでの間や、保留音の繰り返し回数が所定の回数に到達するまでの間などであ
る。
【０１０４】
　また、上記実施形態においては、図７におけるｓ６８０の処理でメッセージにより報知
を行うように構成されたものを例示した。しかし、このｓ６８０の処理において、いずれ
の音声を出力させることもなく、中断データｄｓで特定される中断時間だけ待機するよう
に構成してもよい。このように構成すれば、会話内容の記録が中断された以前のデータ領
域を音声として出力させた後で待機することによって、会話内容の記録が中断されていた
旨を利用者に通知することができる。また、この場合には、実際に会話内容の記録が中断
されていた期間だけ待機してから、記録が再開された以降のデータ領域を音声として出力
することができる。そのため、会話内容の記録を中断しない従来の構成と同じ再生時間の
音声を、従来よりも少ないデータサイズの通話データにより再現することができる。
【０１０５】
　また、上記実施形態においては、図７におけるｓ７００の処理で第ｍ番目の中断地点が
存在する場合、ｓ６７０，ｓ６８０の処理で中断地点までのデータ領域の再生および中断
されていた旨の報知を行うように構成されたものを例示した。しかし、ｓ６６０の処理を
終えた後、図１０に示すように、中断地点ｐｏ１から再開地点ｐｉ１に至る中断時間ｔｓ
が所定のしきい値ｔｐ以上（ｔｐ＜ｔｓ）である場合には（ｓ６６２：ＹＥＳ）、ｓ６７
０の処理へ移行する一方、中断時間ｔｓがしきい値ｔｐ以下（ｔｓ≦ｔｐ）である場合に
は（ｓ６６２：ＮＯ）、ｓ６７０の処理と同様の第ｍ番目の中断地点までのデータ領域を
再生した後（ｓ６７２）、ｓ６９０の処理へ移行するように構成してもよい。このように
構成すれば、図１０における会話再生処理で通話データを音声として出力させる際、会話
内容の記録が中断されていた中断時間ｔｓが所定のしきい値ｔｐ以下である場合には、ｓ
６８０の処理による報知を行わないようにすることができる。この場合、音声入出力部７
０からは、記録が中断された時点までの音声が出力された後、続けて、記録が再開された
以降の音声が出力されることになる。このようにして出力される音声は、会話内容の記録
が中断されていた期間が詰められただけであるため、利用者にとっては、会話内容の記録
が中断されていたことを認識しにくく、聴き取りにくい不自然な音声として不快感を覚え
るものとなってしまう恐れがある。しかし、音声の記録が中断されていた時間がある程度
の短さであれば、単に音声の記録が中断されていた期間を詰めただけでも、利用者にとっ
ては自然な音声として認識できるようになる。そのため、上述の「所定時間」として、利
用者にとって自然な音声として認識可能な「ある程度の短さ」の時間を設定しておけば、
利用者にとって自然な音声として認識できる中断時間である場合には、通知音を出力させ
ないようにすることができる。
【０１０６】
　また、上記実施形態においては、複合機１，２が公衆交換電話網１００を介して音声通
話を実現するように構成されたものを例示した。しかし、複合機１，２を公衆交換電話網
１００以外の通信回線網、例えば、インターネット網（または、ＩＰ網）を介して音声通
話を実現するように構成することも当然可能である。
【０１０７】
　また、上記実施形態においては、図８の音声通話処理中に溶暗・溶明処理を施すように
構成されたものを例示した。しかし、図８の音声通話処理では溶暗・溶明処理を施さず、
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図７におけるｓ６７０の処理で、中断地点までのデータ領域を再生する際、このデータ領
域を再生し終わる所定時間前から溶暗させると共に、ｓ７１０の処理で残りのデータ領域
を再生する際、このデータ領域を溶明させながら再生させるように構成してもよい。
【０１０８】
　 [本発明との対応関係 ]
　以上説明した実施形態において、複合機１，２は本発明における電話端末、記録再生部
５４は本発明における記録手段、音声入出力部７０は本発明における音声出力手段である
。
【０１０９】
　また、図３，図４，図８におけるｓ１４０の処理で記録を開始して、ｓ１７０，ｓ３３
０，ｓ４９０の処理で記録を終了する制御部５２は、本発明における記録指令手段である
。
　また、図４，図８におけるｓ１８０，ｓ２５０，ｓ３５０の処理は本発明における通話
中断処理であり、ｓ２１０からｓ３００またはｓ３４０の処理、ｓ３８０からｓ４７０ま
たはｓ５００の処理は本発明における第１，第２中断カウント手段である。
【０１１０】
　また、図７，図１０におけるｓ６５０，ｓ６７０，ｓ７１０の処理は本発明における再
生指令手段であって、ｓ６８０の処理で出力されるメッセージは本発明における通知音で
ある。
　また、図８におけるｓ２０２，ｓ３７２の処理は本発明における溶暗修正手段であり、
ｓ２８２，ｓ４５２の処理は本発明における溶明修正手段である。
　
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態における複合機の外観を示す図
【図２】複合機の制御系統を示すブロック図
【図３】第１実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート（前半部分
）
【図４】第１実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート（後半部分
）
【図５】記録再生部により記録される通話データを示す図
【図６】記録再生部により記録される通話データを示す図
【図７】第１実施形態における会話再生処理の処理手順を示すフローチャート
【図８】第２実施形態における音声通話処理の処理手順を示すフローチャート（後半部分
）
【図９】溶暗処理および溶明処理を施された通話データを示す図
【図１０】他の実施形態における会話再生処理の処理手順を示すフローチャート
【符号の説明】
　１，２・・・複合機、１０・・・ハンドセット、２０・・・操作パネル、２２・・・入
力キー、２３・・・スピーカーホンボタン、２４・・・再生録音ボタン、２５・・・保留
子機ボタン、２６・・・消去キャッチボタン、３０・・・表示パネル、４０・・・子機端
末、４１・・・制御部、４２・・・送受話部、４２ａ・・・スピーカ、４２ｂ・・・マイ
ク、４２ｃ・・・駆動回路、４３・・・表示パネル、４４・・・操作パネル、４４ａ・・
・入力キー、４４ｂ・・・外線ボタン、４４ｃ・・・切ボタン、４４ｄ・・・キャッチボ
タン、４４ｅ・・・記録ボタン、４４ｆ・・・保留ボタン、４５・・・無線通信部、５２
・・・制御部、５４・・・記録再生部、６２・・・スキャナ部、６４・・・モデム、６６
・・・プリンタ部、６７・・・符号器、６８・・・復号器、７０・・・音声入出力部、７
２・・・スピーカ、７４・・・マイク、７６・・・駆動回路、８２・・・無線通信部、８
４・・・ＮＣＵ、８６・・・経路設定部、９２・・・読取位置、９４・・・給紙位置。
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また、図７，図１０におけるｓ６８０は本発明における通知指令手段である。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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